
●社内・社外閏係宇務処埋の染中

●予η火釦業務

●従業Rに休拐等不剛のケQが生したとき

●製造設伽の定則修理、般障修埋、不只合改露

仙門●原料、貞材の入手不規則,不円滑等の対応
●実験・分析・}則定等が時間内に紹」ぜず途小て

[1」"fできtl.いとき

●顧客、」見」易キ与の妾',^,により明問が限られた対応

●社内・社外閏係事務処埋仍乳小

.予算、決算業務

●従業員に休務等不刈の炉貝か牛したとき

●製造設備の定朔修埋、般1罪佐理、フi'U,改,1.

●原料、貞村山入手不蜆則,T円村等の対反、

●実販,・フ〕析・)則定等が時問内1一終了抄ず辻中'

中断できなし亡き

●顧客、現場等の要訥によりj1川拐か限られた対応

団ハいし

,ノ、くに 1夏チエ、ソケ)

1放に/ノ、ゾハ1,"寸、 1{.'f1Ⅲ外"ijl'助ルへ1制 1 労働庄,;町,.した 11!i1111ι(11、、 1 武i "に、ノい、,、 100 11.'f1Ⅲ 1ミ満、C/〔 U オ 1{ 1、<し 沙、/ J 武i}1 ノノ、'、.11 診i11 1; i、

寸'ル'、、、'黙
-1-'＼

.、^

ーフ.3.28
^^

゛r 長:ブヨ
・魯苛・ぢ、

休
Π
労
働



様式第9 号の 2 (第 16 条第 1項関係)(裏面)

(記載心得)

1 「業務の種類」の欄には、時問外労働又は休日労働をさせる必要の南る典称左n'イι田に記入し、労働

基準法第 36 条第6項第1,号の健康上特に有害な業務について恊定をした場台に'、"1診業務を他の業

務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記ノ、tるに「たつては、業務の区分を細分化すること

により当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。

2 労働者数(満18歳以上の者)の棚には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の

数を記入する〒と

3 延長するーと力で'る時問数の欄の記入に当たつては、次のとおりとすること。時問数は労働基

準法第噐条から第認条の5まで又は第40 条の規定により労働させることができる最長の労働時問

(以卜法定労働時問という。)を超える時問数を記入すること。なお、本欄に記入する時間数にかか

わらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 1箇月について 100時問以上となつた塲合、及び

2箇月から6箇月までを平均して80時間を超えた塲合には労働基準法違反(同法第 H9条の規定によ

り6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)となることに留意すること。

(1)「1日」の欄には、法定労働時問を超えて延長することができる時間数であつて、 1日について

の延長することができる限度となる時問数を記入すること。なお、所定労働時問を超える時問数に

ついても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。

(2)「1箇月」の棚には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、、1年の

欄に記入する「起算日」において定める日から1箇月ごとについての延長することができる限度と

なる時問数を45時問(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時問制により労働する者に

ついては、42時間)の範囲内で記入すること。なお、所定労働時問を超える時間数についても協定

する場合においては、所定労働時問を超える時問数を併せて記入することができる。

(3)「1年」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時問数であつて、「起算日」に

おいて定める日から1年についての延長することができる限度となる時間数を360時問(対象期間

が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者については、認0時間)の範囲内で

記入すること。なお、所定労働時問を超える時問数についても協定する塲合においては、所定労働
^

時問を超える時問数を併せて記入することができる。

(備考)

労働基準法施行規則第 24 条の2第4項の規定により、労働基準法第 38 条の之第り項の協定(事業場外

で従事する業務の遂行に通常必要とされる時問を協定する場合の汽該協定)の内容を本様式に付記して届

け出る場合においては、事業場外労働の対叡業務については他の業務とは区別し、事業場外労働の対象業

務である旨を括弧書きした上で、所定労働時問の棚には汽該業務の遂行に通常必要とされる時間を括弧

書きすること。また、「協定の有効期問の欄{'{事業場外労働に関する協定の行効期問を括弧書きする

と。

4 逵の制は、労働J""1り去第:聖典 1 艇心,二上る労働時間により労働する労働占(対象期問が3箇月を超

える 1年単位'.ハ変形労働時制制1、L"竹働十一 Nに隈る。)について記入すること。なお、延長することか

できる時問の上限は①の欄の労働占よりも姪い(1箇月・蛯時間、 1午320時問)ことに留意すること。

5 「労働させることができる法定休日の日数」の欄には、労働基準法第 35 条の規定による休日 a週1休

又は4週4休であることに留意すること。)に労働させることができる日数を記入すること

6 「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第 35 条の燭定

による休日であつて労働させることができる日の始業及び終業の時刻を記入すること

7 労働基準法第 36 条第6項第2号及び第3号の要件を遵守する趣旨のチェックボックス1'つい(、 2筒

月から6箇月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、連続した2箇門から6箇門主での期問を指すこ

とに留意すること。また、チェックボックスにチェックがない場合には有効な協定とはならない」とに招

意すること。

8 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組介と、労働音の過半数で

組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する斉と恊定すること。九お、労働者の過半数を代

表する者は、労働基準法施行規則第6条の2第1項の燭定により、労働基準法第41条第2号に規定する監

督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する恊定等をする者を選出することを明らかにして

実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用昔の意向に基づき選出され

たものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有刻グ幼窃定とはならないーとに留意すること。

9 本様式をもつて協定とする場合にオ'いても、恊定の当事者たる労'使N方の合愈があることが、恊定」二明

らかとなるような方法により締結する上)留意t・ーこと^、^:

この塲合、必要のある事項のみ記入寸る10 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用する L
^ L^0

ことで差し支えない。
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様式第9号の 2 (第 16 条第 1項関係)(裏面)

信己載心得)

1 労働基準法第豁条第1頂の恊ホ1_お)て同条第5項に規定する事項に関才る定めを都力やーセ叫介に

おける本様式の記入に「たつtは、火0 おりとすること。

(1)「臨時的に隈度時問を超えて労働させることができる場合」の烱には、'H該瞬雫場における通常

予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時問を超えて労働させる必要が

ある場合をできる限り具体的に記入すること。なお、業務の都合上必要な場合、業務上やむを得ない

場合等恒常的な長時問労働を招くぉそれがあるものを記入することは認められないことに留意する

こと。

(2)「業務の種類」の棚には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、

労働基準法第 36 条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を

他の業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化

することにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
(3)「労働者数(満 18 歳以上の者)」の棚には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働

者の数を記入すること。

(4)「起算日」の欄には、本様式における印寺問外労働・休日労働に関する協定届」の起算日と同し

年月日を記入すること。

(5)「延長することができる時問数及び休日労働の時問数」の欄には、労働基準法第噐条から第32

条の5まで又は第40条の規定により労働させることができる最長の労働時間(以下「法定労働時問」

という。)を超える時問数と休日労働の時問数を合算した時問数であつて、「起算日」において定める

Πから1箇月ごとについての延長することができる限度となる時問数を 100時問未満の範囲内で記

入すること。なお、所定労働時間を超える時問数についても協定する場合においては、所定労働時問

を超える時問数と休日労働の時問数を合算した時問数を併せて記入することができる。

「延長することができる時問数」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時問数

を記入すること。「1年」にあつては、「起算日」において定める日から 1年についての延長すること

ができる限度となる時問数をπ0時問の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時問数

についても協定する場合においては、所定労働時問を超える時問数を併せて記入することができる。

なお、これらの欄に記入する時間数にかかわらず、時問外労働及び休日労働を合算した時問数が 1

箇月について 100時問以上となつた場合、及び2箇月から6箇月までを平均して 80時問を超えた場

合には労働基準法違反{同法第Π9条の規定により6箇月以下の懲役又は30 万円以下の罰'}こr、

ることに留意すること。

(田啼具度時間を超えて労働させることができる回数の欄には、限度時間(1箇月45時問(対象

期間が3箇月を超える 1年単位の変形労働時間制により労働する者については、42時問))を超えて

労働させることができる回数を6回の範囲内で記入すること。

(フ)「限度時間を超えた労働に係る割増賃金率」の棚には、隈度時間を超える時問外労働に係る割増

賃金の率を記入すること。なお、当該割増賃金の率は、法定割増賃金率を超える率とするよう努める

こと。

(8)「隈度時間を超えて労働させる場合における手続」の欄には、協定の締結当事者問の手続として、

恊議」、「通告等具体的な内容を記入すること。

(9)「限度時問を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置の欄には、

以下の番号を(該当する番号)」に選択して記入した上で、その具体的内容を(具体的内容)」に記

入すること。

①労働時間が定時問を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。

②労働基準法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月にっいて一定回

数以内とすること。

③終業から始業までに一定時問以上の継続した休息、時問を確保すること。

④労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。

⑤労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。

旦;レJ欠イj'斜;イ挟1じ'ノ.、'フ'k'上主"ノたΠ勲連続して取得することを含めてその取得を促進するこ
^

心とかC.た0"N艇川W旦1二'〆..、" 1Nル1.窓口を設置すること。

⑧労働青山剃げ永代況ルひ÷.ハ健山吠態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること、

⑨必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等に上る保健指尊を受けさ
せること。

⑩その他

2 労働基準法第36条第6項第2号及び第3号の要件を遵守する趣旨のチェックボックスについて、 2箇

月から6箇月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、連続した2箇珂から6箇月までの期問を指すこ

とに留意すること。また、チェックボックスにチェックがない場介には有刻グ創窃ホとはならないことに留

意すること。

3 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその屶側」組介と、労'働占の過半数で

組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と恊定すること。なお、労働者の過'單数を代

表する者は、労働基準法施行規則第6条の2第1項の規定により、労働基準法第41条第2丹じ規定する儲

督又は管理の地位にある音でなく、かつ、伺法に規定する恊定等をする者を選出することを明らかにして

実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出さ力

たものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはなら九いことに留意すること。

また、これらの要件を満たしていても、当該要件に係るチェックボックスにチェックがない場合には、届

出の形式上の要件に適合していないことに留意すること。

4 本様式をもつて協定とする場合においても、恊定の当事背たる労使双方の'恵があることが、恊定1二明

らかとなるような方法により締結するよう留意すること。

3 本様式で記入部分が足りない場合は同様式を使用すること。この場合、必要のある事項のみ記入する

ことで差し支えない。

(備老)

1 労働基準法第認条の4第5項の規定により、労使委員会が設置されている事業場において、木様式を

労使委員会の決議として届け出る場合においては、委員の5分の4以上の多数による議決により行われ六

ものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用紙を別途提出することとし、本様式中「恊定

とあるのは労使委員会の決議」と、「協定の当事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の半数1

ついて任期を定めて指名した労働組合」と、「恊定の当事者(労働昔の過半数を代表する留の場合)の選出

方法」とあるのは「委員会の委員の半数について任期を定めて指名した者 e片働者の過半数を代表するX

の場合)の選出方法」と読み替えるものとする。なお、委員の氏名を記入するに当たつては、任期を定八

τ指名された委員とその他の委員とで区別することとし、任期を定めて指名された委員の氏名を記入する

に',1たつては、同条第2項第1号の規定により、労働者の過半数で組織する労側蜂且合がある場合において

はその労倒」組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表寸る占

に任卿を定めて指名された委員の氏名を記入することに留意すること。

ご労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条の規定により、労働時問等設定改善委員会が設置さ

れている事業場において、本様式を労働時問等設定改善委員会の決議として届け出る場合においては、委

員の5分の4以上の多数による議決により行われたものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入し

た用紙を別途提出することとし、本様式中「恊定」とあるのは「労働時問等設定改善委員会の決議」と、

「協定の当事者である労働組合とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者である労働組合」と、「恊定の

当事者(労働音の過半数を代表する者の場合)の選出方法」とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者(労

働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法と読み替えるものとする。なお、委員の氏名を記入才る

に当たつては、推薦に基づき指名された委員とその他の委員とで区別することとし、推薦に基づき指名さ

れた委員の氏名を記入するに当たつては、同条第1号の規定により、労働音の過半数で組織する労'働組合

がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労何蛸且合がない場合においては労働音の

過半数を代表する者の推繭に基づき指名された委員の氏名を記入することに留意すること。


